
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　公平委員会の業務の状況（苦情処理・措置要求・不服申立）

（１）　苦情処理制度の概要
　職員は、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び
相談を公平委員会等にすることができます。

（２）　勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況
　職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会に当局が適当な措置を講じるよう要求することができます。
（令和6年度） （単位 : 件）

（３）　不利益処分に関する不服申し立て制度の概要と状況
　職員は、懲戒その他の意に反する不利益な処分に対して、公平委員会に不服の申し立てをすることが
できます。
（令和6年度） （単位 : 件）
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